
☎㉓ 5111
FAX㉒ 5100

問…問い合わせ先
…申し込み先
※費用の記載がない
　ものは無料です。

土・日曜日および祝日は閉庁

❖お知らせの表記

市役所代表

オ
リ
ジ
ナ
ル
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付

開
始
に
つ
い
て

　

２
月
２
日
㈪
か
ら
、
原
動
機
付
自
転
車

（
ミ
ニ
カ
ー
含
む
）
の
所
有
者
な
ど
の
う

ち
、
希
望
す
る
か
た
に
、
市
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
（
課
税

標
識
）
を
交
付
し
ま
す
。
新
規
登
録
、
名

義
変
更
登
録
の
ほ
か
、
現
行
の
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
か
ら
の
交
換
に
も
応
じ
ま
す
。

番
号
は
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

十
和
田
湖
支
所
で
は
２
月
９
日
㈪
か
ら

交
付
を
開
始
し
ま
す
。

※
小
型
特
殊
自
動
車
は
対
象
外
で
す
。

※
申
請
に
は
車
両
情
報
な
ど
の
記
入
が
必

　

要
で
す
。
詳
細
は
市
ホ

　

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

　

だ
さ
い
。

問
税
務
課
☎
51
６
７
６
５

21広報　　　　　　　　2015年（平成27年）１月号

■差し押さえした不動産を公売します 
入札
番号 不動産の所在 登記

地目 面積

１
元町東四丁目60番1320 宅地 273.10㎡
（見積価格1,802,300円　公売保証金200,000円）

２ 大字大沢田字有信山 畑 3,505㎡
３ 大字大沢田字李平 畑 1,673㎡
４ 大字大沢田字橋場 田 2,633㎡
５ 大字大沢田字橋場 田 1,646㎡

※公売物件の入札番号２～５は農地のため、１月 19 日㈪
　までに農業委員会で買受適格証明書を申請してください。
　公売参加に必要です。
※公売物件の地番や見積価格、公売保証金などについては、
　市役所などに掲示の公売公告または市ホームページでご
　確認ください。
※公売物件の詳細内容、図面、写真などは収納課で閲覧で
　きます。

▼入札日時　２月６日㈮　午前 11 時

▼場所　市役所新館３階会議室Ａ

問▷公売に関すること　収納課☎51 6784
　▷買受適格証明書に関すること　農業委員会☎51 6740
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農林業を営むすべての世帯と法人の皆さまへ

2015年農林業センサスを実施します

　2015 年農林業センサス（２月１日実施）が全国
一斉に行われます。これは、農山村の実態を総合的
に把握し、 農林行政の企画・立案・推進のための基
礎資料を作成し、提供することを目的に、５年ごと
に行う調査です。農林業を営んでいるすべての世帯
や法人が対象となります。
◆調査員が１月中旬以降に訪問します　
　調査対象の皆さまには、1月中旬以降に統計調
査員が訪問しますので調査への御協力をお願いし
ます。
◆調査票に記入された内容は保護されます
　調査票にご記入いただいた内容は、「統計法」の
規定により適正に管理し、定められている利用目
的以外に使用することは絶対にありません。


